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表
向
き
は
中
小
企
業
の
事
業
リ
ス
ク
に
備
え
る
生
命
保
険
だ
が
、
実
態
は

「課
税
逃
れ
」
の
た
め
の
手
段
―
―
。

中
小
企
業
の
経
営
者
ら
に
人
気
だ

っ
た

「節
税
保
険
」
で
、
金
融
庁
が
初
め
て
保
険
会
社
の
処
分
に
踏
み
切

っ
た
。

業
界
で
は
、
こ
れ
ま
で
規
制
が
強
化
さ
れ
る
度
に
そ
の
穴
を
つ
く
、
節
税
手
法
が
繰
り
返
し
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。

金
融
庁
は
こ
う
し
た

「
い
た
ち
ご
っ
こ
」
を
強
く
問
題
視
。
抜
本
的
な
対
策
の
導
入
も
打
ち
出
し
た
。
　
▼
３
面
参
照

節税保険「組織的で悪質」

規
制
の
穴
つ
く
商
品

営
業
推
進

「組
織
的
に
租
税
回
避
的
な

行
為
を
推
奨
し
て
お
り
、
問
題

の
重
大
性
、
悪
質
性
は
大
き
い
」

金
融
庁
が
外
資
系
の
中
堅
生

保

・
マ
ニ
ュ
ラ
イ
フ
生
命
保
険

へ
の
業
務
改
善
命
令
を
出
し
た

・４
日
夕
、
金
融
庁
幹
部
は
厳
し

い
言
葉
で
同
社
の
姿
勢
を
批
判

し
た
。

問
題
と
な

っ
て
い
る
節
税
保

険
は
、
主
に
中
小
企
業
が
法
人

税
な
ど
の
課
税
負
担
を
減
ら
す

目
的
で
加
入
す
る
も
の
。
金
融

庁
関
係
者
に
よ
る
と
、
マ
ニ
ュ

ラ
イ
フ
生
命
は
近
年
、
節
税
保

険
を
も

っ
と
も
積
極
的
に
勧
誘

し
た
保
険
会
社
だ

っ
た
。

中
で
も
、
悪
質
と
み
て
い
る

の
が
今
回
、
処
分
の
対
象
に
な

っ
た

「名
義
変
更
プ
ラ
ン
」
だ

っ
た
。
同
プ
ラ
ン
は
企
業
が
役

員
の
死
亡
に
備
え
て
契
約
し
、

高
額
の
保
険
料
を
数
年
間
支
払

い
、
途
中
で
名
義
を
役
員
個
人

に
変
更
し
て
譲
渡
す
る
。

同
社
は
、
譲
渡
の
価
格
が
そ

の
時
点
の
解
約
返
戻
金
に
相
当

す
る
額

と
す
る

ル
ー
ル
を
悪

用
。
当
初
は
返
戻
金
が
極
端
に

低
く
、
そ
の
後
に
跳
ね
上
が
る

国
税
庁
が
見
直
し

名義変更プランのイメージ    1
会社が契約、保険の対象となる被保険者|よ役員
当初数年間の解約返戻金が低い商品設計
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低い解約返戻金相当額で譲渡できる

役員個人が続けて保険料を払う
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返戻率が急聟する時期を迎える

役員個人が契約を途中解約

急増した解約返戻金を受け取り、
一時所得として課税される
(会社から賞与などとしてもらうよりも有利)

こうした保険の便い方に
「租税回避行為」との指摘

設
計
の
商
品
を
販
売
し
た
。

役
員
は
割
安
で
譲
渡
さ
れ
た

後
に
解
約
す
れ
ば
、
高
額
の
解

約
返
戻
金
を
得
ら
れ
る
う
え
、

通
常
の
所
得
よ
り
税
金
が
か
か

ら
な
い
。
同
社
は

「退
職
金
な

ど
で
会
社
の
資
産
を
移
す
よ
り

も
お
得
だ
」
な
ど
と
勧
誘
し
て

い
た
。

そ
の
た
め
国
税
庁
は
２．
年
６

月
に
、
名
義
変
更
を
し
て
税
を

押
え
る
「抜
け
道
」
を
防
ぐ
ル
ー

ル
に
変
更
。
こ
う
し
た
手
法
は

で
き
な
く
な
る
は
ず
だ

っ
た
。

だ
が
、
金
融
庁
の
発
表
に
よ

る
と
、
同
社
は
こ
の
後
も
さ
ら

に
年
金
保
険
と
い
う
別
の
保
険

を
利
用
し
た
節
税
手
法
を
不
適

切
と
認
識
し
な
が
ら
推
進
し
て

い
た
。
新
た
な
節
税
商
品
の
開

発
方
針
が
取
締
役
会
に
報
告
さ

れ
て
い
た
は
か
、
当
時
の
経
営

陣
が
営
業
部
門
に
推
進
し
て
い

く
旨
の
発
言
も
し
て
い
た
。
金

融
庁
は
組
織
ぐ
る
み
の
不
正
だ

っ
た
と
み
て
、
こ
の
日
の
処
分

理
由
で
、

「悪
質
性
、
故
意
性

も
認
め
ら
れ
た
」
と
断
じ
た
。

小
が
あ
る
。

長
く
続
く
低
金
利
で
保
険
商

品
の
利
回
り
は
下
が
り
、
人
口

減
な
ど
か
ら
新
規
契
約
も
伸
び

悩
む
。
医
療
保
険
や
が
ん
保
険

な
ど
の

「第
三
分
野
」
は
各
社

た
だ
、
保
険
業
界
に
は

「す

れ
す
れ
を
狙

っ
た
商
品
開
発
や

勧
誘
は
今
後
も
続
く
だ
ろ
う
」

（中
堅
生
保
幹
部
）
と
の
見
方

も
あ
る
。
生
保
関
係
者
に
よ
る

と
、
す
で
に
足
元
で
は
別
の
生

保
で
ま
た
、
新
た
な
節
税
手
法

背
景
に
生
保
市
場
縮
小

ョ
法
人
税
回
避
』経
営
者
の
食
い
つ
き
が
よ
い
」

た
だ
、
こ
う
し
た
規
制
の
抜

け
穴
を
つ
く
販
売
を
し
て
い
た

の
は
、
同
社
だ
け
で
は
な
い
。

金
融
庁
は
２
月
、
ェ
ヌ
ェ
ヌ
生

命
保
険
、
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ひ
ま
わ

り
生
命
保
険
、
Ｆ
Ｗ
Ｄ
生
命
保

険
の
３
社
に
も
節
税
保
険
の
販

売
実
態
の
説
明
を
求
め
る
報
告

徴
求
命
令
を
出
し
た
。

当
局
の
度
重
な
る
規
制
強
化

や
是
正
要
請
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
不
正
が
な
く
な
ら
な
い
背

景
に
は
、
生
命
保
険
市
場
の
縮

が
相
次
い
で
参
入
し
、
競
争
が

激
し
く
な

っ
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
中
小
企
業
向
け

の
保
険
は
契
約
金
額
が
大
き

く
、
業
績
を
伸
ば
せ
る
貴
重
な

分
野
だ
。
保
険
会
社
か
ら
保
険

商
品
の
販
売
を
委
託
さ
れ
て
い

る
代
理
店
に
１
件
数
百
万
円
の

手
数
料
が
入
る
契
約
も
あ
る
と

い
い
、
代
理
店
に
と

っ
て
も
大

き
な
利
益
が
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。
あ
る
中
堅
生
保
幹

部
は

「死
亡
保
障
の
必
要
性
を

訴
え
る
よ
り
も
、

『
法
人
税
の

支
払
い
を
回
避
で
き
ま
す
』
と

ア
ピ
ー
ル
を
し
た
方
が
経
営
者

の
食
い

つ
き
が
圧
倒
的

に
よ

い
」
と
明
か
す
。

金
融
庁
は
こ
う
し
た
業
界
と

の
い
た
ち
ご
っ
こ
を
終
わ
ら
せ

る
た
め
、

１４
日
、
国
税
庁
と
の

連
携
強
化
を
打
ち
出
し
た
。
今

後
は
保
険
商
品
の
認
可
段
階
で

国
税
庁
と
情
報

を
共
有
し
、

「節
税
に
つ
な
が
る
か
」
と
い

う
視
点
で
も
商
品
性
に
問
題
が

な
い
か
厳
格
に
審
査
す
る
。

保
険
会
社
の
監
督
情
報
も
共

有
し
、
悪
質
な
勧
誘
が
な
い
か

監
視
体
制
を
強
め
る
方
針
だ
。

が
生
ま
れ
て
い
る
。

金
融
庁
幹
部
は

「租
税
回
避

の
疑
い
が
あ
れ
ば
認
可
を
出
さ

な
い
可
能
性
も
あ
る
。
他
の
生

保
も
問
題
が
あ
れ
ば
立
ち
入
り

検
査
も
視
野
に
み
て
い
く
」
と

話
す
。
　

　

　

　

（柴
田
秀
並
）


